
令和6年度 令和7年度

資格取得 67.9% 71.7%

資格喪失 62.9% 67.1%

高齢継給 71.9% 75.9%

全体 67.0% 71.0%
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雇用保険重点3手続 電子申請率の推移(令和６年度以降)
〈京都労働局〉

※電子申請率の計算方法について
より実態に即したデータとするために、令和６年度から電子申請率の計算方法が

次のとおり変更されています。

・令和６年度以降

期間中に処理した電子申請件数・窓口等申請件数

分母のうち、期間中に処理した電子申請件数

※ 電子申請率 ＝

（令和６年度以降と令和５年度以前とでは、計算方法が異なっています）


